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大分県人権教育・啓発推進協議会規約

（名称）

第１条 この協議会は、大分県人権教育・啓発推進協議会（以下「協議会」という ）。

と称する。

（目的）

第２条 協議会は、人権尊重の理念について県民の理解を深め、人権教育・啓発を総合

的かつ効果的に推進することを目的とする。

（事業）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議し、事業を実施

する。

（１）人権に関する総合的な教育・啓発及び広報

（２）人権に関する教育・啓発についての調査及び研究

（３）人権に関する教育・啓発についての情報の収集及び提供

（４）その他協議会の目的を達成するために必要な事項

（組織）

、 。第４条 協議会は 協議会の趣旨に賛同する別表第１に掲げる団体等をもって組織する

２ 協議会には、会長及び委員を置く。

３ 会長は、副知事をもって充てる。

４ 委員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。

５ 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員が

その職を代行する。

６ 協議会事務局を大分県生活環境部人権・同和対策課内に置く。

７ 事務局長は、大分県生活環境部人権・同和対策課長をもって充てる。

（総会）

第５条 総会は、会長及び委員をもって構成する。

２ 総会は、通常総会と臨時総会の２種類とし、会長が招集し、その議長となる。

３ 通常総会は、毎年１回開催し、次の事項を議決する。

（１）協議会の事業報告及び収支決算

（２）協議会の事業計画及び収支予算

（３）その他協議会の運営に関する重要な事項

４ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。
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（幹事会）

第６条 幹事会幹事は、別表第３に掲げる職にある者をもって充てる。

、 、 、２ 幹事会は 協議会の目的を達成するために必要な事項について協議 検討するため

必要に応じて開催する。

３ 事務局長は、幹事会を招集し、その議長となる。

（経費）

第７条 この協議会の経費は、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

２ 負担金は、別表第４に定める額とする。

（会計年度）

、 、 。第８条 この協議会の会計年度は 毎年４月１日に始まり 翌年の３月３１日に終わる

（書類及び帳簿）

第９条 協議会には、次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。

（１）収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

（２）その他必要な書類及び帳簿

（決算及び監査）

第１０条 この協議会の会計は、毎年４月３０日までに決算して、監事の監査を受けな

ければならない。

２ 監事は、通常総会において会長が指名する。

（雑則）

第１１条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。

附 則

１ この規約は、平成１４年５月３０日から施行し、平成１４年度事業から適用する。

ただし、別表第４負担金は平成１５年度から適用し、平成１４年度の負担金は、なお

従前の例による。

２ 大分県同和問題啓発推進協議会規程は廃止する。

附 則

この規約は、平成１６年６月２２日から施行する。

附 則

この規約は、平成１７年６月８日から施行する。

附 則

この規約は、平成１８年６月１４日から施行する。


